
〇 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」に基づく「米穀の需
給及び価格の安定に関する基本指針」の策定スケジュールの見直し
（11月中下旬→10月中旬）

〇 同指針において、水稲に関する本調査結果を活用されていることから、
調査期日、公表時期についても、スケジュールの見直しを実施

資料No.７ 水稲調査の調査期日の変更

○ 令和３年産より、利活用状況を踏まえ、調査期日について、９月15日現在を
９月25日現在へ、10月15日現在を10月25日現在へ変更する。

調査名

調査期日 公表時期

現行 見直し後 現行 見直し後

作柄概況調査
（もみ数確定期）

例年９月15日 ９月25日 ９月下旬 10月上旬

予想収穫量調査 10月15日 10月25日 10月下旬 11月上旬

※ 作柄概況調査（もみ数確定期）の調査名については、予想収穫量調査へ
の見直しを検討中


